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日本におけるIFRSに関する最近の議論について
有限責任 あずさ監査法人　

理事　パートナー　山田　辰己

2013年6月に、今後の日本におけるIFRSのあり方に大きな影響を及ぼす2つの
文書が公表されました。1つは、6月13日付で自由民主党政務調査会・金融調査
会・企業会計小委員会がまとめた「国際会計基準への対応についての提言」で
あり、もう1つは、6月19日付で企業会計審議会から公表された「国際会計基準
（IFRS）への対応のあり方に関する当面の方針」です。
自民党の提言では、我が国のIFRSに対する積極的姿勢を明確にするために、
安倍首相が表明した今後3年間の「集中投資促進期間」（2016年まで）のできる
だけ早い時期に、強制適用の是非や適用に関するタイムスケジュールの決定が
できるようにすること、さらに、2016年末までに300社程度の企業がIFRSを適
用できる状態にするような環境整備を行うべきであることなどが提案されてい 
ます。
また、企業会計審議会の報告書では、IFRSの任意適用要件の緩和、日本版 
IFRS（報告書では「エンドースメントされたIFRS」とされているが、本原稿では 
「J-IFRS」と呼ぶ）の新たな導入および単体開示の簡素化といった観点から整
理された当面の方針が示されています。
この自民党の提言と企業会計審議会の報告書の内容は、ほぼ同じトーンだと言
えると思いますが、自民党の提言では、強制適用の是非等に関する決定をでき
るだけ早く行うことを促す記述があり、また、任意適用企業数を2016年までに
300社程度とするなど一部でより踏み込んだ内容となっています。一方、企業
会計審議会の報告書では、J-IFRS策定のためのエンドースメント手続や単体開
示の簡素化に関して、より詳細な内容を含んでいます。
IFRSを巡る日本における議論は、2011年6月以降停滞または後退しています
が、上述のように、その状況が変化しはじめています。本稿では、自民党の提
言および企業会計審議会の報告書で示されている内容をご紹介するとともに、
そのような変化をもたらした背景についても解説します。なお、本文中の意見
に関する部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りいたします。

 

Ⅰ 自民党の提言

自由民主党政務調査会・金融調査会・企業会計小委員会が
取りまとめた「国際会計基準への対応についての提言」の構成
は以下のとおりです。

1．国際会計基準に関する経緯
2．国際会計基準に関する現状
3．国際会計基準へのわが国の対応に関する基本的考え方
4．具体的な対応

自民党では、2013年5月以降、IFRSに関して、今後、日本
としてどのような対応を行っていくべきかについて集中的に議
論を行い、その結果を6月13日に提言として公表しました。そ
のなかの「４. 具体的な対応」では、①姿勢の明確化、②任意
適用の拡大、③わが国の発言権の確保および④企業負担の軽
減という４つの柱を立て、当面行うべき対応を示しています。
これらの内容は次のとおりです。
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1. 姿勢の明確化

ここでは、まず、「単一で高品質な国際基準」を作成すると
いう目標にわが国がコミットしていることを改めて国際社会に
表明すべきことに触れたうえで、安倍首相が表明した今後3年
間の「集中投資促進期間」（2016年まで）のできるだけ早い時
期に、強制適用の是非や適用に関するタイムスケジュールを
決定するよう、各方面からの意見を聴取し、議論を深めること
が重要だとしています。さらに、詳細は後述しますが、モニタ
リング・ボードのメンバー要件として充足することを求められ
ている「IFRSの顕著な適用」を実現するために、この要件の審
査が行われる2016年末までに、300社程度の企業がIFRSを適
用する状態になるよう明確な中期目標を立て、その実現に向け
てあらゆる対策の検討とともに、積極的に環境を整備すべき
だと提言しています。

このことから、今後2016年末を目指して、任意適用企業数
を300社程度とするためのいろいろな動きが出てくるものと思
われます。また、わが国におけるIFRSの強制適用の是非や適
用に関するタイムスケジュールを2016年までのできるだけ早
い時期に決定することを求めていることにも注目する必要があ
ります。自民党政権のIFRSに対する積極的な姿勢が鮮明に出
ているように思われます。

2. 任意適用の拡大

任意適用企業数の拡大を目指して、任意適用要件の緩和が
提言されていますが、そのなかでは、IPO促進の観点も踏まえ
ることが明示されています。また、IFRS適用拡大に向けた実
効性のあるインセンティブの検討を含めることが提言されてお
り、具体的には、自民党経済再生本部が本年5月に公表した中
間提言に示されている、IFRSの導入や独立社外取締役の採用
など経営の革新性等の面で国際標準として評価される企業か
ら構成される、いわゆる「グローバル３００」という新指数の
創設を実現すべきことが示されています。

3. わが国の発言権の確保

IFRS策定にかかわるポストの確保などわが国の発言権の確
保が不可欠である点が指摘されています。また、わが国の従
来からの主張を明確に発信していく観点から、指定国際会計
基準に加えて、IFRSの内容を個別に検討してわが国の会計基
準として取り入れるシステム（ J-IFRSの導入）の検討を行うべ
きことも提言されています。

4. 企業負担の軽減

IFRS適用に伴う実務負担の軽減に努力すべきこと、また、
金融商品取引法においては連結財務諸表の開示が中心である

ことを踏まえて、単体開示の簡素化を図るべきことが提言され
ています。

Ⅱ 企業会計審議会での議論

企業会計審議会から公表された「国際会計基準（IFRS）への
対応のあり方に関する当面の方針」の構成は以下のとおりです。

1．はじめに
2．IFRS への対応のあり方に関する基本的な考え方
3．IFRS 任意適用要件の緩和
4．IFRS の適用の方法
5．単体開示の簡素化

企業会計審議会の報告書では、「2. IFRSへの対応のあり方
に関する基本的な考え方」において、わが国の基本的な立場を
明確にしたうえで、IFRSの任意適用の積み上げを図ることを
目的として、当面の方針として、「IFRS任意適用要件の緩和」、

「IFRSの適用の方法（ J-IFRSの導入）」および「単体開示の簡
素化」という3つの観点についての考え方が整理されています。

1. 基本的な考え方

ここでは、「単一で高品質な国際基準」の重要性を認識しな
がら、わが国がIFRSの策定に対して発言権を確保していくこ
とがとりわけ重要であると指摘しています。また、わが国に
とって、今後数年間が重要な期間だとの認識の下、IFRSの任
意適用の積み上げを図ることが重要だとしています。

そして、以下で紹介する「任意適用要件の緩和」、「IFRSの
適用の方法（J-IFRSの導入）」および「単体開示の簡素化」の
ほか、次の点についての考え方が述べられています。

・  新たに開発することとされている新指数（既述の「グローバル
３００」を指すものと思量される）の対象企業の選定にあたって、
IFRS の適用を考慮することが期待される。

・  わが国における IFRS の強制適用の是非等については、未だそ
の判断をすべき状況にはないが、今後、任意適用企業数の推移
も含め今回の措置の達成状況を検証・確認する一方、米国の動
向および IFRS の開発状況等の国際的情勢を見極めながら、関
係者による議論を行っていくことが適当である。仮に強制適用
をする場合でも、十分な準備期間を設ける必要がある。

・  わが国の IFRS に対する発言強化のための取組みなどを継続し
ていく必要がある。

2. IFRS 任意適用要件の緩和

指定国際会計基準を任意で適用するためには、連結財務諸
表規則で定める次のような要件を満たした「特定会社」でなけ
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ればならないとされています（連結財規第１条の２）。

（a）  上場企業であること。
（b）  有価証券報告書で、連結財務諸表の適正性を確保するための

特段の取組みに係る記載を行っていること。
（c）  指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員または使

用人を置いており、当該基準に基づいて連結財務諸表を適正
に作成できる体制を整備していること。

（d）  当該会社、その親会社、その他の関係会社または当該その他
の関係会社の親会社が、次の要件のいずれかを満たすこと。

  ・ 外国の法令に基づき、当該法令の定める期間ごとに国際会
計基準に従って作成した企業内容等に関する書類を開示して
いること。

  ・ 外国金融商品市場の規則に基づき、当該規則の定める期間
ごとに国際会計基準に従って作成した企業内容等に関する
書類を開示していること。

  ・ 外国に連結子会社（連結決算日における資本金の額が 20
億円以上のものに限る）を有していること。

報告書では、特定会社となるためのこのような要件を緩和
することによって、任意適用する企業数の増加が見込まれ、
このことが、わが国の発言力の確保等に資することになること
が、指摘されています。また、このような要件緩和は、上場
準備段階からIFRSの適用を希望するIPO企業の負担が軽減さ
れるなど、新興市場の育成という観点からも有用だと指摘さ
れています。このような観点から、任意適用要件の緩和とし
ては、上記４つのうち、（c）のみを存続させ、それ以外の要件
を撤廃すべきことが提案されています。

3. IFRS の適用の方法（J-IFRS の導入）

現在、日本では、日本基準、米国会計基準および指定国際
会計基準という３つの基準に基づいて連結財務諸表を作成す
ることができます。特に、指定国際会計基準では、IASBが
2012年10月31日までに作成したIFRSが、カーブアウトする
ことなく指定されており、任意適用する企業はこれらのIFRS
を適用しなければなりません（これは、金融商品に関する
IFRS第9号を承認していないEUに比べて、かなり進んでいる
と言えます）。

現行規定においても、指定国際会計基準の指定に際して、
IFRSの一部を指定しないことができることになっていますが、
一部基準を修正する手続などが明確化されておらず、実質的
に、カーブアウトが行われていない状態になっています。この
ようなことから、報告書では、これら3つに加えて、IFRSを
ベースとするものの、わが国で懸念のある会計処理を除外す
ることのできる指定国際会計基準（「J-IFRS」）を新たに導入
することが提案されています。J-IFRSの下では、IFRSをわが
国に取り入れる際に、個別のIFRSを検討し、必要があれば一
部基準を削除または修正して採択するエンドースメントとい
う仕組みが設けられます。企業会計審議会で議論された資料
を見ますと、「IFRSの個別基準をエンドースメントする際の判

断基準としては、公益および投資は保護の観点から、例えば、
以下の点を勘案することが考えられるのではないか」として、
次のような3つの例が示されています（報告書では、のれんの
非償却など、具体的な会計処理についての言及はありません
が、（a）から（c）に示している３つの論点（タイトル）は明示さ
れています）。

（a） 会計基準に係る考え方の相違
  ・ ノン・リサイクリング
  ・ のれんの非償却

（b） 実務上の困難さ（作成コストが便益に見合わない）
  ・ 非上場株式の公正価値測定

（c）  周辺制度との関連等（各種業規制などと関連して適用が困難
または多大なコストを要するもの）

  ・ 子会社、関連会社の報告日が異なる場合の取扱い

報告書では、このようなJ-IFRSの導入については、わが国
が考える「あるべきIFRS」あるいは「わが国に適したIFRS」の
姿を示すことができる、わが国として受け入れがたい基準が
あった場合にカーブアウトを検討できるなどのメリットがある
ものの、わが国で使用できる会計基準が４つとなるため、制度
としてわかりにくく、利用者利便に反するという懸念があると
指摘されています。その上で、そのような４つの基準の併存に
ついては、「大きな収斂の流れの中での1つのステップとして
位置付けることが適切である」と説明されています。

また、J-IFRSの導入は、「強制適用を前提としたものではな
く、IFRSの任意適用企業を対象としたものとして位置付ける
べきである」とも指摘されており、さらに、「IFRSのエンドー
スメント手続が導入されたとしても、現行の日本基準につい
て、引き続き、これを高品質化するよう、前向きに対応してい
くことが重要であることは言うまでもない」とも記述され、日
本基準とIFRSのコンバージェンスも継続すべきことが提案さ
れています。

具体的なエンドースメント手続では、企業会計基準委員会
（ASBJ）において、どのような項目を削除または修正するのか
の検討が行われ、そこで決定されたものを個別に金融庁が指
定する方式が考えられています。

このほか、修正項目の数が多いと、IFRS策定に対するわが
国の発言力確保等への影響が生じるのではないかといった懸
念から、「削除または修正する項目は国際的にも合理的に説
明できる範囲に限定すべきである」と提言されており、修正
項目は、かなり限定されるのではないかと思われます。今後、
ASBJによって検討されることになりますが、どの程度の期間
で当初のエンドースメント手続が完了するのか、また、どのよ
うな項目が削除または修正の対象になるかは、現時点でははっ
きりしていません。
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4. 単体開示の簡素化

報告書では、次のような考え方の下で、金商法における単
体開示の簡素化を図ることが適切だと指摘しています。

（a）  本表（貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書）
に関しては、会社法の要求水準に統一することを基本とする。

（b）  注記、附属明細表、主な資産および負債の内容に関しては、
会社法の計算書類と金商法の財務諸表とで開示水準が大きく
異ならない項目については会社法の要求水準に統一すること
を基本とする。また、金商法の連結財務諸表で十分な情報開
示が行われている場合には、金商法の単体ベースの開示を免
除することを基本とする。それ以外の項目については、その
有用性、財務諸表等利用者のニーズ、作成コスト等を斟酌し
たうえで、従来どおりの開示が必要か否かについて検討すべき
である。

（ｃ）  単体開示の情報が少なくなることへの懸念に対応しつつ、金
商法の単体財務諸表と会社法の計算書類の統一を図る観点
から、例えば、連結財務諸表におけるセグメント情報の充実や、
注記等の記載内容を非財務情報として開示することなどにつ
いて検討すべきである。

（d）  単体開示のみの会社については、基本的に見直しを行うべき
ではない。

（e）  規制業種については、所管省庁の意見も聴取しながら検討を
行う必要がある。

Ⅲ 2013 年 6 月の提言・報告書の背景

次に、自民党での提言の検討や企業会計審議会での議論の
背景にある国際的な動きについて触れることにします。

鍵となるのは、日本（ないしは金融庁）がIFRSの設定過程に
おいて発言力を維持するために、2016年末までに日本におけ

るIFRSの適用企業の数がある程度増えていなければならない
という状況に日本が置かれているという事実です。少々長くな
りますが、順を追って記述することにします。

1.  モニタリング・ボードのメンバーの責任（権限）とそ
の改訂

金融庁は、IFRS財団のなかにある証券規制当局をメンバー
とする「モニタリング・ボード（Monitoring Board）」のメン
バーです（図表１参照）。モニタリング・ボードは、2009年1
月15日の定款改訂によって、IFRS財団の新たな組織として
追加され、現在のメンバーは、EC（欧州委員会）の責任者、
IOSCO（証券監督者国際機構）の新興市場委員会議長およびテ
クニカル委員会議長、金融庁長官ならびにSEC委員長の5名か
ら構成され、さらに、銀行監督に関するバーゼル委員会委員
長がオブザーバーとして参加しています。そして、モニタリン
グ・ボードは、次の責任を負うこととされています。

（a）  評議員の選任過程に参加し、評議員の選任を承認する。
（b）  評議員の責任の遂行に関して、レビューを行うとともに助言を

提供する。評議員は、書面による年次報告をモニタリング・ボー
ドに行う。

（c）  評議員またはそのサブグループとの会合を少なくとも１年に１度
は行う（必要に応じてさらに会合を持つ）。モニタリング・ボー
ドは、評議員または評議員会議長（必要なら IASB 議長も含
めて）に対して、評議員またはIASBのあらゆる活動に関して
会合することを求める権限を有する。これらの会議では、モ
ニタリング・ボードが、IFRS財団またはIASBに適時な検討を
求めた論点およびそれらについて IFRS財団またはIASBが考
えた解決案に関する議論等を行う。

このように、モニタリング・ボードは、国際会計基準審議会
（IASB）およびIFRS解釈指針委員会が所属しているIFRS財団

図表１　IFRS財団の組織

公開資本市場当局から構成されるモニタリング・ボード

会計基準設定

IFRS財団の評議員会　（Trustees）（ガバナンス）

運営：教育イニシアティブ、IFRSタクソノミー（XBRL）、コンテンツ・サービス

任命・監督　　 　　報告

国際会計基準審議会（IASB）

IFRS解釈指針委員会（IC）
（解釈指針－IFRS）

IFRS諮問会議（AC）

監督・効率性のレビュー
任命と資金調達

情報伝達任命 情報伝達

出典：IFRS財団ホームページに掲載のものを翻訳し、加筆して作成

戦略的助言の提供
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の運営に関して大きな影響力を有しています。そのため、わ
が国がモニタリング・ボードのメンバーであることは、国際的
な発言力を維持するなどのために大変重要となります。ところ
が、その権限の重要性から、そのメンバーシップに対しては、
IFRSを採用することを明確にしていない米国や日本が参加し
ていること、さらに、発展途上国などの証券規制当局が参加
していないなどに関して批判があります。このような批判に対
応するため、メンバーの資格要件が明確化され、この資格要
件に基づいて、メンバー国を拡大するという見直しが行われ
ました。

2. 2012 年 2 月のモニタリング・ボード報告書

見直しの結果、2012年2月に「IFRS財団ガバナンス改革に
関する報告書（Final Report on the Review of the IFRS Foun-
dation’s Governance）」がモニタリング・ボードから公表され
ました。そのなかでは、モニタリング・ボードのメンバーを現
在の5名から、発展途上国を含めて最大11名に拡大すること
が決定されたことが明記されました。さらに、11名は、常任
メンバー 9名および交代メンバー 2名とすることも決定されま
した。そして、メンバーとなるためには、次の3つの資格要件
を満たす必要があることが示されました。

（a）  資本市場当局であること、
（b）  IFRS を国内資本市場で使用していること、および
（c）  資金の拠出を行うこと

このうち上記（b）の「IFRS国内資本市場で使用しているこ
と」という要件のより細かな内容は、この報告書では明らかに
されず、さらに検討することとされていました。

3. 2013 年 3 月の「国内使用」の評価ポイントの公表

2013年3月に、「国内使用」を評価するためのポイントにつ
いてモニタリング・ボードで合意されたことがプレスリリース
されました。このなかで、この問題は、歴史的にはクロスボー
ダーな資金調達におけるIFRSの使用という文脈で議論されて
きましたが、今後は、各国の国内での財務報告システムにお
いてIFRSが利用されることに重心を移してきていることが明
確に述べられており、このような重心の移動が起っていること
を理解することが重要です。そして、モニタリング・ボード・
メンバーの2016年の資格要件の評価からは、国内の財務報告
でのIFRSの利用が評価対象になることも明確に述べられてい
ます。その上で、具体的には、IFRSがそれぞれの市場で「顕
著な適用（prominent application）」がなされていることが必要
だと指摘しています。このように、2016年にIFRSの国内にお
ける顕著な適用が評価されるため、自民党の提言では2016年
までに300社程度の任意適用を目指すことが明示されることに

なったものと推測されます。
モニタリング・ボードが合意した「IFRSの国内使用」の評価

に関する6つのポイントは次のとおりです。筆者は、特に、下
線を引いたところが重要ではないかと考えています。すなわ
ち、日本は、任意適用を継続することを選択することが可能
であり、さらに、2016年までにIFRSを顕著に適用している状
況を作るか、または、それが無理としても、2016年の段階で
IFRSの顕著な適用といえる状況に移行できる意思決定が行わ
れていれば、その時点では必ずしも顕著な適用となっていなく
てもよいのではないかと考えています。したがって、自民党の
提言に基づいて、2016年までに300社程度がIFRSを任意適用
を開始するか、または、その時点で近い将来IFRSを任意適用
することを表明していれば、国内使用の適格要件は満たすこ
とはできるのではないかと考えています。

【国内使用の評価に関する 6 つのポイント】
【全般】
①  当該国は、IFRS に移行し、かつ、単一の１組の国際基準のグロー

バルな需要を促進することを最終目標とすることに明確にコミッ
トしていること。このコミットメントは、当該市場で資金調達す
る企業の連結財務諸表に IFRSの適用を強制するかまたは許容
し、実際に IFRS が顕著に適用されているか、もしくは、合理
的な期間のうちにそのような状況に移行することに関する意思
決定を行っていることにより裏付けられる。

②  適用される IFRS は、IASB が開発した IFRS と本質的に同じも
の（essentially aligned）でなければならないが、起こり得る例
外は、基準またはその一部が、当該国の経済的もしくはその他
の状況に適合していない、または、公共の利害に反するという
場合に限定される。ある基準またはその一部を開発するデュー・
プロセスへの準拠に欠陥がある場合にも例外または一時的な適
用中止が許容される。

【定量的要素】
③  当該国は、資本市場の時価総額の規模、上場企業数およびク

ロスボーダーな資本活動に基づいて（すなわち、これらの活動
が活発であれば）、グローバルという文脈における資金調達の主
要市場であると考えられる。

【定性的要素】
④  当該国は、IFRSの設定に対する資金拠出を継続的に行っている。
⑤  当該国は、関連する会計基準の適切な実施を確保するための強

固な執行のメカニズムを整備し、実施している。
⑥  関連する国または地域の会計基準設定主体が存在する場合に

は、当該設定主体が、IFRS の開発に積極的に貢献することを
コミットしている。

なお、モニタリング・ボードは、2013年3月のプレスリリー
スを受けて、2013年5月2日に、新規メンバーの選任および既
存メンバーの適格性の評価を2013年中に終了する旨のプレス
リリースを公表しています。また、新メンバー候補の募集を行
うプレスリリースも2013年5月20日に公表されています。モ
ニタリング・ボードは、2013年中に、既存メンバーの資格要
件の評価および新メンバーの選任の作業を終了する予定です。
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Ⅳ おわりに

既に詳細をご紹介したように、2013年6月の自民党の提言お
よび企業会計審議化の報告書を受けて、日本におけるIFRS導
入の議論は、新しい段階に入ったように感じられます。モニ
タリング・ボードのメンバーの資格要件のなかで、IFRSの顕
著な適用が強く打ち出されたことから、その評価の行われる
2016年までに、任意適用企業数が300社程度が妥当なのかど
うかははっきりしないものの、現在より多くの企業がIFRSを
任意適用しなければならない状況が明確になってきたと言え
ます（IFRSの顕著な適用を、企業数で捉えるのか、それとも、
それ以外の、例えば、証券市場の時価総額に占めるIFRS適用
企業の時価総額の割合で捉えるのかなどは明確でないと思わ
れます）。企業には、このような変化に対応して、IFRSの任意
適用を選択するのか、それとも、もし、J-IFRSが制度化され
る場合には、J-IFRSを採用するのか、大きな選択をしなけれ
ばならない時期が近い将来に到来するように感じられます。こ
れは、大きな経営上の判断だと言え、今後の状況の展開を注
意深く見極める必要があります。

IFRS 設定の背景

－基本事項の決定・
従業員給付－

    －金融商品－

    
2013 年 3 月刊

【著】 前 IASB 理事　 
山田辰己

税務経理協会
244 頁 / 3,990 円（税込）

  
2013 年 3 月刊

【著】 前 IASB 理事　 
山田辰己

税務経理協会
540 頁 / 6,510 円（税込）　

本書は、2001年 4月から2011年 6月までの10 年にわたり
国際会計基準審議会（IASB）の理事を務めた筆者が、2011
年に大きな改訂が行われた IAS第19 号「従業員給付」と、理
解することが難解だと言われている金融商品に関連するIAS
第 32 号「金融商品：表示」、IAS 第 39 号「金融商品：認識
及び測定」、IFRS第 7号「金融商品：開示」および IFRS 第 9
号「金融商品」という2つのテーマについて、在職時に書き続
けてきた「IASB会議報告」をもとに議論の展開を取りまとめた
ものです。
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